
瀬戸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。  

平成３０年３月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第１３号 

瀬戸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則  

瀬戸市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年瀬戸市規則第９号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第１３条、附則第３条、第６条関係） 別表（第１３条、附則第３条、第６条関係） 

 ⑴ 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子ども（法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもが特別利用教育を受け

た場合を含む。） 

⑴ 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子ども（法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもが特別利用教育を受け

た場合を含む。） 

支給認定保護者の属する世帯の

階層区分 

利用者負担額 

（月額）１人当

たり 

＜省略＞ 

Ｃ１ Ａ階層を除き当年

度分（４月から８

月までの月分につ

いては、前年度

分）の市町村民税

所得割の課税世帯

であって、その所

得割の額の区分が

次の区分に該当す

る世帯 

＜省略＞ ＜省略＞ 

Ｃ２ ＜省略＞ ７，５００ 

Ｄ ＜省略＞ ＜省略＞ 

Ｅ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

支給認定保護者の属する世帯の

階層区分 

利用者負担額 

（月額）１人当

たり 

＜省略＞ 

Ｃ１ Ａ階層を除き当年

度分（４月から８

月までの月分につ

いては、前年度

分）の市町村民税

所得割の課税世帯

であって、その所

得割の額の区分が

次の区分に該当す

る世帯 

＜省略＞ ＜省略＞ 

Ｃ２ ＜省略＞ １０，５００ 

Ｄ ＜省略＞ ＜省略＞ 

Ｅ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 



 ⑵及び⑶ ＜省略＞  ⑵及び⑶ ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

 


